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不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物
を
ル

ー
ル
に
従
っ
て
適
切
に
処
理
し
な

い
で
、
山
林
、
河
川
、
空
き
地
な

ど
の
決
め
ら
れ
た
場
以
外
に
捨
て

た
り
、
埋
め
た
り
す
る
行
為
で
す
。

ポ
イ
捨
て
、
ご
み
を
出
す
日
を
守

ら
な
い
、
置
場
に
は
出
せ
な
い
粗

大
ご
み
を
出
す
な
ど
の
行
為
も
不

法
投
棄
に
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
ご
み
の
不
法
投
棄
を

防
止
し
、
町
民
の
快
適
な
生
活
環

境
を
守
る
た
め
、
不
法
投
棄
が
多

い
場
所
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化
、
監

視
カ
メ
ラ
や
ラ
イ
ト
、
看
板
の
設

置
な
ど
の
対
策
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み

の
手
掛
か
り
か
ら
、
警
察
と
連
携

し
て
厳
し
く
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

ご
み
の
不
法
投
棄
を
し
た
人
は
、

法
律
に
よ
り
、
５
年
以
下
の
懲
役
、

ま
た
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
ま
す
。

○
不
法
投
棄
さ
れ
な
い

　
環
境
づ
く
り

　

管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
土

地
は
、
不
法
投
棄
が
多
く
な
り
ま

す
。
草
刈
り
の
実
施
や
柵
の
設
置

な
ど
、
不
法
投
棄
さ
れ
な
い
環
境

を
整
え
ま
し
ょ
う
。　

○
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら

　
連
絡
を
！

　

不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら
、
町

環
境
防
災
課
、
県
西
地
域
県
政
総

合
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
松
田
警
察

署
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ

ん
か
ら
の
通
報
に
よ
り
、
早
期
の

対
応
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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日
本
一
元
気
・

き
れ
い
・
健
康
な

町
を
め
ざ
し
て

開
成
町
長
　
府
川
　
裕
一

〈6〉

「
め
ざ
せ
　
日
本
一
き
れ
い
な
町
！
」

11
月
は
不
法
投
棄
撲
滅
強
化
月
間
で
す

問　
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２
０
２
０
年
、56
年
ぶ
り
に
、東
京
で
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
が
決
ま
り
ま
し
た
。前
回
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
１
９
６
４
年
に

は
、新
幹
線
や
モ
ノ
レ
ー
ル
が
開
業
し
、テ
レ
ビ
で
は
東
洋

の
魔
女
と
言
わ
れ
た
日
本
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
と

ソ
連
チ
ー
ム
の
決
勝
戦
が
、66
・
８
㌫
と
い
う
高
視
聴
率
で

話
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

東
京
で
の
開
催
が
決
ま
っ
て
か
ら
、未
来
へ
の
夢
と
希
望

が
湧
き
、ス
ポ
ー
ツ
の
持
つ
力
が
、限
り
な
く
大
き
い
も
の

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
、今
年
２
月
に
開
催
さ
れ
た
第
67
回
足
柄
上
地

区
一
周
駅
伝
競
走
大
会
で
、開
成
町
チ
ー
ム
が
、初
優
勝
を

果
た
し
ま
し
た
。ま
た
、10
月
に
は
、高
校
生
の
森
一
馬
さ
ん

（
上
島
）が
、マ
レ
ー
シ
ア
で

開
催
さ
れ
た
第
３
回
ア
ジ

ア
ユ
ー
ス
パ
ラ
競
技
大
会

の
水
泳
に
、日
本
代
表
と

し
て
出
場
し
ま
し
た
。

　

が
ん
ば
る
姿
は
、私
た

ち
に
感
動
と
勇
気
と
元

気
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

町
は
が
ん
ば
る
人
を
全

力
で
応
援
し
て
い
き

ま
す
。

　

65
歳
に
到
達
し
た
翌
月
に
、
町

か
ら
「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
」

と
「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

（
納
付
書
）
」
を
郵
送
し
ま
す
。

年
齢
の
到
達
日
は
、
誕
生
日
の
前

日
と
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
１
日
生
ま
れ
の
方
は

前
月
分
か
ら
保
険
料
を
計
算
し
ま

す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
年
金
が
年
額

18
万
円
以
上
の
方
は
原
則
と
し
て

年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

町
と
年
金
保
険
者
と
の
事
務
手
続

き
が
完
了
す
る
ま
で
は
年
金
か
ら

の
天
引
き
が
で
き
ま
せ
ん
。
お
よ

そ
半
年
か
ら
１
年
間
は
、
ご
自
身

で
町
に
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
は
、
「
基
準
額
」

を
算
出
し
、
そ
の
基
準
額
を
も
と

に
、
課
税
状
況
な
ど
に
応
じ
た
所

得
段
階
別
の
保
険
料
を
設
定
し
、

３
年
ご
と
に
見
直
し
を
し
ま
す
。

　

人
口
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

状
況
、
そ
れ
ら
に
か
か
る
費
用
に

よ
っ
て
保
険
料
額
が
算
出
さ
れ
る

た
め
、
各
市
町
村
に
よ
っ
て
保
険

料
額
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
は
、
公
費
と
40
歳

以
上
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
を
財
源
に
運
営

し
て
い
ま
す
。
保
険
料
は
、
40

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
の
場
合
、

被
保
険
者
と
し
て
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
と
と
も
に
納
め
ま

す
。
65
歳
以
上
の
方
は
、
保
険

者
で
あ
る
町
に
、
個
別
に
保
険

料
を
納
め
ま
す
。

65
歳
か
ら
個
別
納
付

介
護
保
険
料
の
算
出
方
法

問　保険健康課　☎84-０３２0

65歳からの
介護保険料

■基準額の算出方法

× ÷ ＝
介護保険に
かかる給付に
必要な費用

65歳以上の
方 の 負 担 分
（約21％）

65歳以上の
方の人数 基準額

■平成24年度から平成26年度の保険料額
所得段階 対　　象　　者 調整率 保険料：円

第１段階

世帯全員が市町
村民税非課税

生活保護受給者および老齢福祉年金受給者 0.5 25,800 

第２段階
本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の
合計額

80万円以下 0.5 25,800 

第３段階 80万円～120万円以下 0.68 35,088 

第４段階 120万円超 0.72 37,152 

第５段階 本人は市町村民
税非課税だが、世
帯内に課税者が
いる

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の
合計額 80万円以下 0.95 49,020 

第6段階 
（基準額）

本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額
の合計額 80万円超 1.0 

51,600 

（月額4,300）

第７段階

本人が市町村民
税課税 本人の前年の合計所得金額

125万円未満 1.2 61,920 

第８段階 125万円～200万円未満 1.25 64,500 

第９段階 200万円～300万円未満 1.55 79,980 

第10段階 300万円～400万円未満 1.65 85,140 

第11段階 400万円～500万円未満 1.75 90,300 

第12段階 500万円～600万円未満 1.85 95,460 

第13段階 600万円以上 1.95 100,620 

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

許
し
ま
せ
ん
！

不
法
投
棄
防
止
に

ご
協
力
を
！

南部コミュニティセンター前に不法投棄された座布団など

足柄大橋の下に不法投棄されたソファ

個別納付に変わります。


